
 

 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行等条例施行規則  

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

大阪府後期高齢者医療広域連合規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」と

いう。）及び大阪府後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行等条例

（令和５年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第８号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則の用語の意義は、法並びに条例の定めるところによる。 

 （個人情報ファイル簿） 

第３条 法第７５条第１項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿（単

票）（様式第１号）とする。 

（開示請求書） 

第４条 法第７７条第１項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書（様式第２

号）によるものとする。 

（開示請求に係る補正通知書） 

第５条 法第７７条第３項の規定による補正の求めは、保有個人情報開示請求に係る補正

通知書（様式第３号）により行う。 

（開示決定通知書） 

第６条 法第８２条第１項の書面は、保有個人情報開示決定通知書（様式第４号）とする。 

２ 法第８２条第２項の書面は、保有個人情報を開示しない旨の決定通知書（様式第５

号）とする。 

（開示決定等期限延長通知書） 

第７条 法第８３条第２項の規定により定める書面は、保有個人情報開示決定等期限延長

通知書（様式第６号）とする。 

（開示決定等期限特例延長通知書） 

第８条 法第８４条の規定により定める書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通

知書（様式第７号）とする。 

（開示請求事案移送通知書） 

第９条 法第８５条第１項の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書（様式第８

号）とする。 

（第三者意見照会書等） 

第１０条 法第８６条第１項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る第三者

意見照会書（様式第９号）により行うものとする。 

２ 法第８６条第２項の書面は、保有個人情報の開示請求に係る第三者意見照会書（様式

第１０号）とする。 

３ 法第８６条第１項又は第２項の意見書は、保有個人情報第三者開示決定等意見書（様

式第１１号）とする。 



 

 

 

４ 法第８６条第３項の書面は、保有個人情報開示決定通知を行った旨の反対意見書提出

者への通知書（様式第１２号）とする。 

（開示の実施方法） 

第１１条 法第８７条第１項の文書、図画又は写真（以下「文書等」という。）の当該保

有個人情報に係る部分の写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。

ただし、広域連合がその保有する処理装置により容易に当該保有個人情報の開示を実施

することができる場合に限る。 

(1) 当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機により日本工業規格Ａ列３番（以下

「Ａ３判」という。）以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、こ

れにより難い場合にあっては、当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機により実

施機関の長が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの 

(2) 当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に多

色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該保有個人情

報に係る部分を乾式複写機により実施機関の長が別に定める大きさの規格の用紙に

多色刷りで複写したもの 

(3) 当該保有個人情報に係る部分をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。以

下同じ。）により読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの 

２ 法第８７条第１項の電磁的記録に記録されているものを閲覧又は写しの交付により開

示する場合の、行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、

当該各号に掲げる方法（プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得

ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）を用いて行う必要があ

るものにあっては、広域連合が保有するプログラムにより行うことができるものに限

る。）とする。 

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電

磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付 

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した

ものの閲覧又は交付 

３ 前２項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関の長は、当該電磁

的記録の保存に支障を生ずる恐れがあると認めるときその他正当な理由があるときは、

当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うこと

ができる。 

（開示実施方法等申出書） 

第１２条 法８７条第３項に規定する申出は保有個人情報開示実施方法等申出書（様式第

１３号）により行う。 

２ 法第８２条第１項の規定による通知があった場合において、保有個人情報開示請求書

に記載された事項を変更しないときは、前項の申出はすることを要しない。 

（費用の納付等） 

第１３条 第１１条の写しの作成及び交付に際し条例第６条第２項で求める費用負担の額

は、次のとおりとする。 



 

 

 

２ 写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。 

３ 前項の写しの送付に要する費用の額は、郵便料金相当額とする。 

４ 前２項の費用は、前納しなければならない。 

５ 実施機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第２項及び第

３項の費用を減額し、又は免除することができる。 

(訂正請求書） 

第１４条 法第９１条第１項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（様式第

１４号）によるものとする。 

（訂正請求に係る補正通知書） 

第１５条 法第９１条第３項の規定による補正の求めは、保有個人情報訂正請求に係る補

正通知書（様式第１５号）により行う。 

（訂正決定通知書等） 

第１６条 法第９３条第１項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書（様式第１６号）と

する。 

２ 法第９３条第２項の書面は、保有個人情報を訂正しない旨の決定通知書（様式第１７

号）とする。 

（訂正決定等期限延長通知書） 

第１７条 法第９４条第２項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書（様式第

１８号）とする。 

（訂正決定等期限特例延長通知書） 

第１８条 法第９５条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書（様式第１

９号）とする。 

（訂正請求事案移送通知書） 

第１９条 法第９６条第１項の書面は 、保有個人情報訂正請求事案移送通知書（様式第

２０号）とする。 

（保有個人情報提供先への訂正決定通知書） 

第２０条 法第９７条の書面は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定通知

書（様式第２１号）とする。 

（利用停止請求書） 

第２１条 法第９９条第１項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書

（様式第２２号）によるものとする。 

（利用停止請求に係る補正通知書） 

第２２条 法第９９条第３項の規定による補正の求めは、保有個人情報利用停止請求に係

る補正通知書（様式第２３号）により行う。 

（利用停止決定通知書等） 

第２３条 法１０１条第１項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書（様式第２４

号）とする。 

２ 法１０１条第２項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書（様式

第２５号）とする。 



 

 

 

（利用停止決定等期限延長通知書） 

第２４条 法第１０２条第２項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

（様式第２６号）とする。 

（利用停止決定等期限特例延長通知書） 

第２５条 法第１０３条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書（様

式第２７号）とする。 

（審査会に諮問をした旨の通知書） 

第２６条 法第１０５条第２項の規定による通知は、審査会に諮問をした旨の通知書（様

式第２８号）により行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（旧規則の廃止） 

２ 大阪府後期高齢者医療広域連合保護条例施行規則（平成１９年大阪府後期高齢者医療

広域連合規則第２７号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 条例附則第３の規定に係る旧規則の規定及び様式等は、次の表のとおりなお従前の例

による。この場合において、旧規則第４条中「条例第１７条第１項」とあるのは、「大

阪府後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行等条例（令和５年大阪府

後期高齢者医療広域連合条例第８号）附則第３の規定によりなお従前の例によるとされ

た同条例附則第２の規定による廃止前の条例（以下この条から第２７条までにおいて単

に「条例」という。）第１７条第１項」とする。 

条例附則第３の規定 旧規則の規定 旧規則の様式等 

開示請求 第４条～第１３条 第 ２号～第１６号 

訂正請求 第１５条～第２０条 第１７号～第２６号 

利用停止請求 第２１条～第２５条 第２７号～第３５号 

是正 第２６条～第２７条 第３６号～第３７号 

費用負担 第１４条 別表 
 

（大阪府後期高齢者医療広域連合個人情報保護審議会規則の一部改正） 

４ 大阪府後期高齢者医療広域連合個人情報保護審議会規則（平成１９年大阪府後期高齢

者医療広域連合規則第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「大阪府後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年大阪府後期

高齢者医療広域連合条例第２１号）第５８条」を「大阪府後期高齢者医療広域連合個人

情報の保護に関する法律施行等条例（令和５年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第８

号）第１５条」に改める。 

附 則（令和６年規則第１６号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１２月２日から施行する。  



 

 

 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されている健康保険の被保険者証は、その有効期限が

到来するまでの間、改正後の大阪府後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法

律施行等条例施行規則の本人等確認書類又は請求者本人であることを証明するために必

要な書類として使用できるものとする。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の大阪府後期高齢者医療広域連合個人情

報の保護に関する法律施行等条例施行規則によって定められていた様式による用紙があ

る場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。 



 

別表（第１３条関係） 
 

項 区分 費用の額 

１ 乾式複写機による作成 単色刷り １枚につき    １０円 

多色刷り １枚につき    ３０円 

２ 録音テープへの複写による作成 １巻につき   ２７０円 

３ ビデオテープへの複写による作成 １巻につき   ３２０円 

４ 光ディスクへの複写によ

る作成 

文書等をスキャナにより読み

取ってできた電磁的記録の複

写の場合 

１枚につき４０円に当該文書

等１枚ごとに１０円を加えた

額 

その他の場合 １枚につき   １００円 

 

備考 

１ 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を１枚として計算する。 

２ 乾式複写機による作成については、原則として、Ａ３判までの大きさの用紙を用いること

とし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、Ａ３判による用紙を用い

た場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。 

３ この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、広域連合長

が別に定める。 

 



 

様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称  

 

行 政 機 関 等 の 名 称  

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称 

 

個人情報ファイルの利用
目 的 

 

記 録 項 目  

記 録 範 囲  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  

要配慮個人情報が含まれ

る と き は 、 そ の 旨 
 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組

織 の 名 称 及 び 所 在 地 

（名称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

□有  □無 
行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

で あ る 旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときはその旨 
 

備 考  
 



 

様式第２号（第４条関係） 

保有個人情報開示請求書 
年  月  日  

 大阪府後期高齢者医療広域連合長     様 

 

住 所 又 は 居 所 
（郵便番号      ） 

 ふ り が な 

氏 名 
 

連 絡 先 

（ 電 話 番 号 ） 
 

 個人情報の保護に関する法律第７６条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報の

開示を請求します。 

 

請求に係る保有個人情報の内容 

 

 

保有個人情報を特定するた
め に 必 要 と な る 事 項 
（記録されている行政文書の名称、申請書の場合は

申請年月日等） 

※希望する開示の実施方法 

１ 開示の実施方法 
 □ 閲覧（視聴及び聴取を含む。）のみを希望する。 
 □ 閲覧した後、必要な部分の写しの交付を希望する。 
 □ 全部の写しの交付を希望する。 
 □ 写しの郵送 
２ 閲覧（視聴及び聴取を含む。）の方法 
 □ 用紙による  □ 専用機器による 
３ 写しの交付の方法 
 □ 用紙         □ 録音テープ 
 □ ビデオテープ     □ 光ディスク 

※希望する開示の実施の日時 

（広域連合事務所において実施） 

 

    年  月  日 （  ） 
午前        午前 

  時  分から     時  分までの間 
午後        午後 

 代理人が請求する場合には、次の欄にも記入してください。 

 本人の氏名及び 
住 所 又 は 居 所 

氏
ふり

   名
がな

  

 住所又は居所 
（郵便番号      ） 

連絡先（電話番号）  

 次の欄は記入する必要がありません。 

 

本人等確認書類 

＜１点目＞ 
⑴ 本 人（個人番号カード・資格確認書・その他（   ）） 
⑵ 代理人（個人番号カード・資格確認書・その他（   ）） 
＜２点目（郵送による請求の場合のみ）＞ 
※請求日30日以内に作成されたもの。かつ、1点目とは異なるもの
に限ります。 
□ 住民票の写し（コピー不可） 

 □ その他（            ） 
 

代理資格確認書類 
□ 戸籍抄本    □ 成年後見登記事項証明書 
□ 委任状     □ その他（          ） 

担 当 課           （電話番号           ） 

備 考  

 
（裏面もお読みください）



 

（注）１ 該当する番号を○印で囲み、各欄に必要な事項を記入してください。 

 

   ２ ※のある欄は、希望する場合のみ記入してください。□のある欄は、該当する□に

レ印を付してください。 

 

   ３ 請求に係る保有個人情報の内容については、できるだけ具体的に記入してください。

なお、記入に当たっては、係員と相談してください。 

 

   ４ 写しの作成に要する費用は、請求者の負担となります。費用の額は、係員にお問い

合わせください。 

 

   ５ 電磁的記録の開示は、閲覧又は写しの交付に準ずる方法により行います。詳しくは、

係員にお問い合わせください。 

 

   ６ 希望する開示の実施の日時は、担当課等と調整の上、記入してください。 

 

   ７ 請求の際には、本人又は代理人本人であることを証明するために必要な書類（個人

番号カード・資格確認書・運転免許証、旅券等）を提出し、又は提示してください。 

 

   ８ 法定代理人が請求する場合には、法定代理人に係る注７の書類のほか、その資格を

証明する書類（戸籍抄本等）を、本人の委任による代理人が請求する場合には、本人

の委任による代理人に係る注７の書類のほか、本人が承諾した旨を証明する書類（委

任状等）を提出し又は提示してください。 

 

   ９ 開示に関する連絡は、今後、担当課が行います。 

 

 

 



 

様式第３号（第５条関係） 

保有個人情報開示請求に係る補正通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 あなたが    年  月  日付で提出された保有個人情報開示請求書は、次のとおり不

備がありますので、個人情報の保護に関する法律第７７条第３項の規定により補正を求め

ます。 

 

保有個人情報開示請求書

に記載された請求に係る

保有個人情報の内容等 

 

 

補 正 を 要 す る 事 項  

補 正 の 期 限      年    月    日 

補 正 書 提 出 先 

（ 担   当   課 ） 

 
 
 
（電話番号                    ） 

添 付 書 類 等 補 正 に 

必 要 な 情 報 
 

備 考  

（注）期限までに補正できない場合は、担当課まで申し出てください。 

 



 

様式第４号（第６条関係） 

保有個人情報開示決定通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付で開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の保護に関する

法律第８２条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報を開示することと決定したので通知しま

す。 

 

保有個人情報開示請求書に記載された請求
に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

 

 

開 示 す る こ と と 決 定 し た 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

開 示 す る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 目 的  

※ 開 示 し な い こ と と 決 定 し た 部 分  

※ 開 示 し な い 理 由 
 

※開示しないことと決定した部分の 
開 示 予 定 期 日 

      年   月   日 

開  示  の  実  施  方  法  

写 し の 送 付 の 方 法 に よ り 実 施 す る 
場 合 の 準 備 に 要 す る 日 数 

 

開 示 を 実 施 す る 日 時 

（広域連合事務所において実施） 

     年  月  日 （  ） 
午前        午前 
    時  分から     時  分までの間 
午後        午後 

費   用   見   積   額  

開 示 の 実 施 場 所  

担 当 課 

（電話番号                 ） 

備 考  

 

 受付番号第   号  

 

（裏面もお読みください） 



 

（教示）※欄に記載のある場合 

  この処分に不服があるときは、次のとおり審査請求し、又は取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府後期高齢者医療広

域連合長に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算

して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、大阪府後期高齢者医療広

域連合を被告として（訴訟において大阪府後期高齢者医療広域連合を代表する者は、大阪

府後期高齢者医療広域連合長となります。）、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。ただし、⑴の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求

に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

（注） ※「開示しないことと決定した部分の開示予定期日」欄には、開示請求した保有個人

情報の一部を開示しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することが

できるときはその期日を記入していますので、その日以降改めて請求してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第６条関係） 

保有個人情報を開示しない旨の決定通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付で開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の保護に関する

法律第８２条第２項の規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。 

 

保有個人情報開示請求書に記載された請求

に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 
 

 

開 示 し な い こ と と 決 定 し た 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 
 

開 示 し な い 理 由  

※ 開 示 予 定 期 日        年   月   日 

担 当 課 
 （電話番号                ） 

備 考  

（教示） 

  この処分に不服があるときは、次のとおり審査請求し、又は取消しの訴えを提起することが

できます。 

 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府後期高齢者医療広域

連合長に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して

３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすること

ができなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、大阪府後期高齢者医療広域

連合を被告として（訴訟において大阪府後期高齢者医療広域連合を代表する者は、大阪府後

期高齢者医療広域連合長となります。）、この処分の取消しの訴えを提起することができます

（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日

から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

ただし、⑴の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決

書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

（注） ※のある欄には、開示請求した保有個人情報を開示しないこととした理由がなくなる期

日をあらかじめ明示することができるときはその期日を記入していますので、その日以降

改めて請求してください。 

 受付番号第   号  

 



 

様式第６号（第７条関係） 

保有個人情報開示決定等期限延長通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付で開示請求のあった保有個人情報については、大阪府後期高齢者

医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行等条例第３条第１項及び第２項において読み替

えて適用する法第８３条第２項の規定により、次のとおり決定等の期限を延長したので通知し

ます。 

 

保有個人情報開示請求書に記載され

た請求に係る保有個人情報の内容等 
 

 

当 初 の 開 示 決 定 等 の 期 限        年   月   日 

延 長 後 の 期 間           日 間 

延 長 後 の 開 示 決 定 等 の 期 限        年   月   日 

延 長 の 理 由  

担 当 課 

 （電話番号                ） 

備 考  

 

 受付番号第   号  

 

 



 

様式第７号（第８条関係） 

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付であった保有個人情報の開示請求については、次のとおり大阪府

後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行等条例第３条第１項及び第２項にお

いて読み替えて適用する法第８４条の規定を適用することとしたので通知します。 

 

保有個人情報開示請求書に 

記載された請求に係る 

保有個人情報の内容等 

 

 

当 初 の 開 示 

決 定 等 の 期 限 
              年   月   日 

開 示 決 定 等 の 期 限 の 

特 例 を 適 用 す る 理 由 
 

開示請求に係る保有個人 
情報のうち開示請求が 
あった日から起算して 
４０日以内に開示決定等を
行 う 部 分 

 

残りの保有個人情報について 
開示決定等を行う期限 

              年   月   日 

担 当 課 
 
 
（電話番号                     ） 

備 考  

 

 受付番号第   号  

 

 



 

様式第８号（第９条関係） 

保有個人情報開示請求事案移送通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付であった保有個人情報の開示請求については、個人情報の保護に

関する法律第８５条第１項の規定により、次のとおり事案を移送することとしたので通知しま

す。 

 

保有個人情報開示請求書に

記載された請求に係る保有

個 人 情 報 の 内 容 等 

 

 

移送をした実施機関の 

担 当 課 
 

移送を受けた実施機関  

移送を受けた実施機関の 

担 当 課 

（行政機関の長等） 
 

 

（連絡先） 

 部局課室名： 

 担当者名： 

 所在地： 

 電話番号： 

移 送 を し た 日              年   月   日 

移 送 を し た 理 由  

備 考  

（注）本件開示請求に係る開示決定等は、移送を受けた実施機関において行います。 

   今後、開示決定等及び開示の実施に関する連絡は、移送を受けた実施機関の担当課が行

います。 

 受付番号第   号  

 

 



 

様式第９号（第１０条関係） 

保有個人情報の開示請求に係る第三者意見照会書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 あなた（貴団体）に関する情報が記録されている保有個人情報について、次のとおり、個人

情報の保護に関する法律第７７条第１項の規定による保有個人情報の開示請求がなされていま

す。 

 つきましては、同法８６条第１項の規定に基づき、あなた（貴団体）は意見を書面により提

出することができますので、ご意見があれば、別紙「保有個人情報の第三者開示決定等意見書

（様式第１１号）」により、ご提出ください。なお、提出期限までに意見書の提出がない場合

には、特にご意見がないものとして取り扱わせていただきます。 

 

 

開 示 請 求 が あ っ た 日     年  月  日 

 

請求に係る保有個人情報が記録 

さ れ て い る 行 政 文 書 の 名 称 
 

上 記 行 政 文 書 に 記 録 さ れ た 

あなた（貴団体）の情報の内容 
 

意 見 書 の 提 出 期 限     年  月  日 

意 見 書 提 出 先 

（担    当    課） 

 
 
（電話番号                  ） 

備 考  

 

 



 

様式第１０号（第１０条関係） 

保有個人情報の開示請求に係る第三者意見照会書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 あなた（貴団体）に関する情報が含まれている保有個人情報について、次のとおり、個人情

報の保護に関する法律第７７条第１項の規定による保有個人情報の開示請求がなされていま

す。 

 つきましては、同法第８６条第２項の規定に基づき、あなた（貴団体）は意見を書面により

提出することができますので、ご意見があれば、別紙「保有個人情報第三者開示決定等意見書

（様式第１１号）」により、ご提出ください。なお、提出期限までに意見書の提出がない場合

には、特にご意見がないものとして取り扱わせていただきます。 

 

 

開 示 請 求 が あ っ た 日     年  月  日 

 

請求に係る保有個人情報が記録 

されている行政文書の名称 
 

上記行政文書に記録された 

あなた（貴団体）の情報の内容 
 

法第８６条第２項第１号又は第２

号の規定の適用区分及びその理由 

適用区分     □第１号   □第２号 
（適用理由） 
 

意 見 書 の 提 出 期 限     年  月  日 

意 見 書 提 出 先 

（ 担    当    課 ） 

 
 
（電話番号                  ） 

備 考  

 

 



 

様式第１１号（第１０条関係） 

保有個人情報第三者開示決定等意見書 

年  月  日  

 大阪府後期高齢者医療広域連合長     様 

 

氏            名 

〔法人その他の団体にあっては、

その名称及び代表者の氏名〕 
 

 

住  所  又  は  居  所 

〔法人その他の団体にあっては、

主 た る 事 務 所 の 所 在 地〕 

（郵便番号       ）  
 
 
 

連      絡      先 

〔法人その他の団体にあっては、

担 当 者 の 氏 名及 び連 絡 先〕 
電話番号（  ）  ― 

    年  月  日付 第  号で照会のあった件について、次のとおり提出します。 

 

保有個人情報の開示に 

ついての反対の意思の 

有 無 及 び 意 見 

（該当する□にレ印を付

してください。２を選ん

だ場合は、２⑴及び⑵欄

にも記入してくださ

い。） 

１ □開示に反対しない。 

２ □開示に反対する。 

 ⑴ 開示に反対する部分（具体的に記入してください。） 

 ⑵ 開示に反対する理由 

 

 

 



 

様式第１２号（第１０条関係） 

 

保有個人情報開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 あなた（貴団体）から    年  月  日付けで「保有個人情報第三者開示決定等意見

書」の提出がありました保有個人情報については、下記のとおり開示決定しましたので、個人

情報の保護に関する法律第８６条第３項の規定により通知します。 

 

保有個人情報開示決定通知書の 
文 書 番 号 等 

    年  月  日付 第  号による開示決定 

 

開示することと決定した 
保有個人情報が記録されて
い る 行 政 文 書 の 名 称 

 

上記行政文書に記録された
あなた（貴団体）の情報 

 

開 示 決 定 を し た 理 由  

開 示 を 実 施 す る 日         年  月  日 

担 当 課 
（電話番号                    ） 

備 考  

（教示） 

  この処分に不服があるときは、次のとおり審査請求し、又は取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合長に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日

から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合を被告として（訴訟において大阪府後期高齢者医療広域連合を代表する者

は、大阪府後期高齢者医療広域連合長となります。）、この処分の取消しの訴えを提起

することができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内で

あっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。）。ただし、⑴の審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月

以内に提起することができます。 

 
 



 

様式第１３号（第１２条関係） 

保有個人情報開示実施方法等申出書 

年  月  日  

 大阪府後期高齢者医療広域連合長     様 

 

住 所 
又 は 居 所 

（郵便番号      ） 

 氏
ふり

 名
がな

  

連絡先（電話番号）  

 個人情報の保護に関する法律第８７条第３項の規定により、保有個人情報の開示の実施につ
いて次のとおり申し出ます。 

 

保有個人情報開示決定通知書 
の 文 書 番 号 等 

      年  月  日付  第    号 

 

希望する開示の実施方法 １ 開示の実施方法 
 □ 閲覧（視聴及び聴取を含む。）のみを希望する。 
 □ 閲覧した後、必要な部分の写しの交付を希望する。 
 □ 全部の写しの交付を希望する。 
 □ 写しの郵送 
２ 閲覧（視聴及び聴取を含む。）の方法 
 □ 用紙による  □ 専用機器による 
３ 写しの交付の方法 
 □ 用紙         □ 録音テープ 
□ ビデオテープ     □ 光ディスク 

希望する開示の実施の日時 

（広域連合事務所において実施） 

 

      年  月  日 （   ） 

 
午前

午後
   時  分から 

午前

午後
   時  分までの間 

開 示 決 定 に 係 る 保 有 個 人 
情 報 の 一 部 に つ い て 
開 示 の 実 施 を 希 望 す る 場 合 
に あ っ て は 当 該 部 分 

 

担 当 課 （電話番号                     ） 

備 考  

（注）１ この申出書は、開示決定（部分開示決定を含む。）の通知があった日から３０日以
内に提出してください。なお、その期間内に提出できない場合は、担当課等に連絡し
てください（保有個人情報開示請求書に記載された希望する開示の実施方法等に変更
がない場合は、その記載された部分については改めて申し出る必要はありません。）。 

   ２ □のある欄は、該当する□にレ印を付してください。 

   ３ 写しの作成に要する費用は、請求者の負担となります。 

   ４ 電磁的記録の開示は、閲覧又は写しの交付に準ずる方法により行います。 

   ５ 希望する開示の実施の日時は、担当課等と調整の上、記入してください。 

   ６ 開示を受ける際には、この申出書を提示し、請求者本人であることを証明するため
に必要な書類（個人情報カード・資格確認書・運転免許証、旅券等）を提出し、又は
提示してください。 

   ７ 法定代理人が開示を受ける場合には、法定代理人に係る注６の書類のほか、その資
格を証明する書類（戸籍抄本等）を、本人の委任による代理人が請求する場合には、
本人の委任による代理人に係る注６の書類のほか、本人が承諾した旨を証明する書類
（委任状等）を提出し、又は提示してください。 

 



 

様式第１４号（第１４条関係） 

保有個人情報訂正請求書 

 

年  月  日  

 大阪府後期高齢者医療広域連合長     様 

 

住所又は居所 
（郵便番号      ） 

 ふり

氏    
がな

名  

連絡先（電話番号）  

個人情報の保護に関する法律第９１条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報の

訂正を請求します。 

 

 

請求に係る保有個人情報の内容 

 

 

保有個人情報を特定するために 
必 要 と な る 事 項 
（訂正請求に係る保有個人情報の
 開 示 を 受 け た 日 な ど ） 

訂 正 を 求 め る 箇 所  

訂正を求める内容 

訂 正 前  

訂 正 後  

 訂 正 を 求 め る 理 由   

 代理人が請求する場合には、次の欄にも記入してください。 

 
本人の氏名及び住所 
又 は 居 所 

ふり

氏   
がな

名  

 
住 所 
又 は 居 所 

（郵便番号      ） 

連絡先（電話番号）  

 次の欄は記入する必要がありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 考   

本 人 等 確 認 書 類 
⑴ 本 人（個人番号カード・資格確認書・その他（  ）） 

⑵ 代理人（個人番号カード・資格確認書・その他（  ）） 

 代理資格確認書類 
□ 戸籍抄本    □ 成年後見登記事項証明書 

□ 委任状     □ その他（            ） 

担 当 課 （電話番号                   ） 

備 考 
 
 

 
 

(裏面もお読みください) 



 

（注）１ 該当する各欄に必要な事項を記入してください。 

   ２ 請求の際には、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示
してください。 

   ３ 請求に係る保有個人情報の内容については、できるだけ具体的に記入してください。 なお
、記入に当たっては、係員と相談してください。 

   ４ 請求の際には、訂正請求に係る保有個人情報開示決定通知書がある場合は当該通知書を持参
してください。 

   ５ 請求の際には、本人又は代理人本人であることを証明するために必要な書類（個人番号カー
ド・資格確認書・運転免許証、旅券等）を提出し、又は提示してください。 

   ６ 法定代理人が請求する場合には、法定代理人に係る注５の書類のほか、その資格を証明する書
類（戸籍抄本等）を、本人の委任による代理人が請求する場合には、本人の委任による代理人に
係る注５の書類のほか、本人が承諾した旨を証明する書類（委任状等）を提出し、又は提示して
ください。 

   ７ 訂正に関する連絡は、今後、担当課が行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１５号（第１５条関係） 

保有個人情報訂正請求に係る補正通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 あなたが    年  月  日付で提出された保有個人情報訂正請求書は、次のとおり不

備がありますので、個人情報の保護に関する法律第９１条第３項の規定により補正を求めま

す。 

 

保有個人情報訂正請求書に 

記載された請求に係る 

保有個人情報の内容等 

 

 

補 正 を 要 す る 事 項  

補 正 の 期 限         年  月  日 

補 正 書 提 出 先 

（ 担 当 課 ） 

 
 
 
（電話番号                     ） 

添 付 書 類 等 補 正 に 

必 要 な 情 報 
 

備 考  

（注）期限までに補正できない場合は、担当課まで申し出てください。 

 



 

様式第１６号（第１６条関係） 

保有個人情報訂正決定通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付で訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の保

護に関する法律第９３条第１項の規定により、次のとおり訂正することと決定したので通

知します。 

 

保有個人情報訂正請求書に 
記載された請求に係る 
保有個人情報の内容等 

 

 

訂正することと決定した 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

訂 正 す る 箇 所  

訂 正 の 内 容 

訂 正 前  

訂 正 後  

訂 正 年 月 日         年  月  日 

※ 訂 正 し な い 箇 所 
 

※ 訂 正 し な い 理 由 
 

担 当 課 
（電話番号                     ） 

備 考  

（教示）※欄に記載のある場合 

  この処分に不服があるときは、次のとおり審査請求し、又は取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合長に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日

から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合を被告として（訴訟において大阪府後期高齢者医療広域連合を代表する者

は、大阪府後期高齢者医療広域連合長となります。）、この処分の取消しの訴えを提起

することができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内で

あっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。）。ただし、⑴の審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月

以内に提起することができます。 

 

 

 

 



 

様式第１７号（第１６条関係） 

保有個人情報を訂正しない旨の決定通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付で訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の保護に

関する法律第９３条第２項の規定により、次のとおり訂正しないことと決定したので通知しま

す。 

 

保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 書 
に 記 載 さ れ た 請 求 に 係 る 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

 

 

訂正しないことと決定した 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

訂 正 を 求 め た 箇 所  

訂正を求めた内容 

訂 正 前  

訂 正 後  

訂 正 し な い 理 由  

担 当 課 
（電話番号                    ） 

備 考  

（教示） 

  この処分に不服があるときは、次のとおり審査請求し、又は取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合長に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日

から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合を被告として（訴訟において大阪府後期高齢者医療広域連合を代表する者

は、大阪府後期高齢者医療広域連合長となります。）、この処分の取消しの訴えを提起

することができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内で

あっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。）。ただし、⑴の審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月

以内に提起することができます。 

 

 

 

 
受付番号第   号 

 

 



 

様式第１８号（第１７条関係） 

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付で訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の保護に

関する法律第９４条第２項の規定により、次のとおり決定等期限を延長したので通知します。 

 

保有個人情報訂正請求書 
に記載された請求に係る 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

 

 

当初の訂正決定等の期限         年  月  日 

延 長 後 の 期 間         日 間 

延長後の訂正決定等の期限         年  月  日 

延 長 の 理 由  

担 当 課 
（電話番号                    ） 

備 考  

 

 
受付番号第   号 

 

 

 



 

様式第１９号（第１８条関係） 

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付であった保有個人情報の訂正請求については、次のとおり個人情

報の保護に関する法律第９５条の規定を適用することとしたので通知します。 

 

保有個人情報訂正請求書 

に記載された請求に係る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

 

 

当初の訂正決定等の期限         年  月  日 

延 長 後 の 期 間     日（訂正決定等期限    年  月  日） 

訂正決定等の期限の特例を 

適 用 す る 理 由 
 

担 当 課 
 
 
（電話番号                    ） 

備 考  

 

 
受付番号第   号 

 

 

 



 

様式第２０号（第１９条関係） 

保有個人情報訂正請求事案移送通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

     年  月  日付であった保有個人情報の訂正請求については、個人情報の保護に

関する法律第９６条第１項の規定により、次のとおり事案を移送することとしたので通知しま

す。 

 

保有個人情報訂正請求書 
に記載された請求に係る 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

 

 

移 送 を し た 

個 人 情 報 の 内 容 
 

移 送 を し た 実 施 機 関 の 

担 当 課 
 

移 送 を 受 け た 実 施 機 関  

移送を受けた実施機関の 

担 当 課 
 

移 送 を し た 日         年  月  日 

移 送 を し た 理 由  

備 考  

（注）本件訂正請求に係る訂正決定等は、移送を受けた実施機関において行います。 

 
受付番号第   号 

 

 



 

様式第２１号（第２０条関係） 

提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書 

第     号  

年  月  日  

（他の行政機関の長等）    様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長       印  

 （他の行政機関の長等）に提供している下記の保有個人情報については、個人情報の保護に

関する法律第９２条の規定により訂正を実施しましたので、同法第９７条の規定により、通知

します。 

 

訂正請求に係る保有個人情報の 

名 称 等 

 

 

訂正請求者の氏名等保有個人

情報の特定するための情報 

（氏名、住所等） 

訂 正 請 求 の 趣 旨 

 

訂正決定をする内容及び理由 

（訂正内容） 

 

 

 

（訂正理由） 

 

 

 担 当 課 
 
 
（電話番号                    ） 

 

 備 考 
 

 

 

 
受付番号第   号 

 

 



 

様式第２２号（第２１条関係） 

保有個人情報利用停止請求書 

年  月  日  

 大阪府後期高齢者医療広域連合長     様 

 

住所又は居所 
（郵便番号      ） 

 ふり

氏    
がな

名  

連絡先（電話番号）  

個人情報の保護に関する法律第９９条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報の

利用停止を請求します。 

 

 

請求に係る保有個人情報の内容 

 

 

保有個人情報を特定するために 
必 要 と な る 事 項 
（この請求に係る保有個人情報 
の 開 示 を 受 け た 日 な ど ） 

利 用 停 止 を 求 め る 箇 所  

利 用 停 止 の 趣 旨 利用の停止・消去・提供の停止 

利 用 停 止 を 求 め る 理 由  

 代理人が請求する場合には、次の欄にも記入してください。 

 
本人の氏名及び住所 
又 は 居 所 

ふり

氏   
がな

名  

 住 所 
又 は 居 所 

（郵便番号      ） 

連絡先（電話番号）  

 次の欄は記入する必要がありません。 

 

本 人 等 確 認 書 類 
⑴ 本 人（個人番号カード・資格確認書・その他（   ）） 
⑵ 代理人（個人番号カード・資格確認書・その他（   ）） 

 
代理資格確認書類 

□ 戸籍抄本    □ 成年後見登記事項証明書 

□ 委任状     □ その他（            ） 

担 当 課 
（電話番号                     ） 

備 考  

（注）１ 該当する各欄に必要な事項を記入してください。 

   ２ 請求に係る保有個人情報の内容については、できるだけ具体的に記入してください。な
お、記入に当たっては、係員と相談してください。 

   ３ 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書をお持ちの方は、請
求の際に、提示してください。 

   ４ 請求の際には、本人又は代理人本人であることを証明するために必要な書類（個人番
号カード・資格確認書・運転免許証、旅券等）を提出し、又は提示してください。 

   ５ 法定代理人が請求する場合には、法定代理人に係る注４の書類のほか、その資格を証明
する書類（戸籍抄本等）を、本人の委任による代理人が請求する場合には、本人の委任
による代理人に係る注４の書類のほか、本人が承諾した旨を証明する書類（委任状等）を提
出し、又は提示してください。 

   ６ 利用停止に関する連絡は、今後、担当課が行います。 



 

様式第２３号（第２２条関係） 

保有個人情報利用停止請求に係る補正通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 あなたが    年  月  日付で提出された保有個人情報利用停止請求書は、次のとお

り不備がありますので、個人情報の保護に関する法律第９９条第３項の規定により補正を求め

ます。 

 

保有個人情報利用停止請求書

に記載された保有個人情報の

内 容 等 

 

 

補 正 を 要 す る 事 項  

補 正 の 期 限         年  月  日 

補 正 書 提 出 先 

（ 担 当 課 ） 
 

添 付 書 類 等 補 正 の 

参 考 と な る 情 報 
 

備 考  

（注）期限までに補正できない場合は、担当課まで申し出てください。 

 



 

様式第２４号（第２３条関係） 

保有個人情報利用停止決定通知書 
第     号  

年  月  日  

 

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 

     年  月  日付で利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情報の保

護に関する法律第１０１条第１項の規定により、次のとおり利用停止することと決定したので

通知します。 

 保有個人情報利用停止請求書
に記載された請求に係る 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

  

利 用 停 止 す る こ と と 
決定した保有個人情報の内容 

 

利 用 停 止 す る 箇 所 
 

利 用 停 止 の 内 容 
 

利 用 停 止 年 月 日       年  月  日 

※ 利 用 停 止 し な い 部 分 
 

※ 利 用 停 止 し な い 理 由 
 

担 当 課 
（電話番号                    ） 

備 考  

 （教示）※欄に記載のある場合 

  この処分に不服があるときは、次のとおり審査請求し、又は取消しの訴えを提起

することができます。 

 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府後期高齢

者医療広域連合長に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った

日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、大阪府後期高齢

者医療広域連合を被告として（訴訟において大阪府後期高齢者医療広域連合を代

表する者は、大阪府後期高齢者医療広域連合長となります。）、この処分の取消し

の訴えを提起することができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、⑴の審査請求を

した場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 

 
受付番号第   号 

  

 



 

様式第２５号（第２３条関係） 

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 

     年  月  日付で利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情報の保

護に関する法律第１０１条第２項の規定により、次のとおり利用停止しないことと決定したの

で通知します。 

 保有個人情報利用停止請求書
に記載された請求に係る 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

  

利用停止しないことと決定 
した保有個人情報の内容等 

 

利 用 停 止 を 求 め た 箇 所 
 

利 用 停 止 を 求 め た 内 容 

 

利 用 停 止 し な い 理 由  

担 当 課 
（電話番号                    ） 

備 考 
 

（教示） 

  この処分に不服があるときは、次のとおり審査請求し、又は取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合長に審査請求をすることができます（なお、通知書を受け取った日の翌日

から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、大阪府後期高齢者医

療広域連合を被告として（訴訟において大阪府後期高齢者医療広域連合を代表する者

は、大阪府後期高齢者医療広域連合長となります。）、この処分の取消しの訴えを提起

することができます（なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内で

あっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。）。ただし、⑴の審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月

以内に提起することができます。 

   受付番号第   号   

 



 

様式第２６号（第２４条関係） 

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 

第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 

     年  月  日付で利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情報の保

護に関する法律第１０２条第２項の規定により、次のとおり決定等期限を延長したので通知し

ます。 

 

保有個人情報利用停止請求書
に記載された請求に係る 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

  

当初の利用停止決定等の期限         年   月   日 

延 長 後 の 期 間            日 間 

延 長 後 の 利 用 停 止 

決 定 等 の 期 限 
        年   月   日 

延 長 の 理 由  

担 当 課 

（電話番号                    ） 

備 考 

 

   

 
受付番号第   号 

  

 

 



 

様式第２７号（第２５条関係） 

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 

     年  月  日付であった保有個人情報の利用停止請求については、次のとおり個

人情報の保護に関する法律第１０３条の規定を適用することとしたので通知します。 

 

保有個人情報利用停止請求書
に記載された請求に係る 
保 有 個 人 情 報 の 内 容 等 

  

当初の利用停止決定等の期限          年   月   日 

延 長 後 の 期 間    日（利用停止決定等期限   年  月  日） 

利用停止決定等の期限の特例を  

適 用 す る 理 由  

 

担 当 課 
 
 
（電話番号                   ） 

備 考 
 

 

  
受付番号第   号 

  

 



 

様式第２８号（第２６条関係） 

審査会に諮問をした旨の通知書 
第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合長        □印   

 

     年  月  日付  第   号の広域連合長に対する審査請求について、下記の

とおり大阪府後期高齢者医療広域連合行政不服審査会に諮問したので、個人情報の保護に関す

る法律第１０５条第２項の規定により通知します。 

 

審査請求に係る保有個人情報
の名称等 

  

審査請求に係る開示決定等

（訂正決定等、利用停止決

定等） 

 

 
審 査 請 求 

 
 
（１）  審査請求日 
 
 
（２）  審査請求の趣旨 

諮 問 を し た 日       年  月  日 

担 当 課 

（電話番号                    ） 

備 考 
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